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宮 崎 県 農 業 改 良 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

す る 。
平 成 十 九 年 八 月 二 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 五 十 九 号

宮 崎 県 農 業 改 良 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宮 崎 県 農 業 改 良 資 金 貸 付 規 則 （ 平 成 十 四 年 宮 崎 県 規 則 第 七 十 三 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 農 林 水 産 省 令 第 五 十 七 号 ） 」 の 下 に 「 （ 以 下 こ れ ら を

「 貸 付 関 係 法 規 」 と い う 。 ） 」 を 加 え る 。

第 三 条 第 一 項 第 一 号 中 「 農 業 者 団 体 」 の 下 に 「 （ 以 下 「 農 業 者 等 」

と い う 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 二 号 中 「 農 業 者 又 は 農 業 者 団 体 」 を 「

農 業 者 等 」 に 改 め る 。

第 五 条 第 一 項 中 「 貸 付 け 」 の 下 に 「 （ 以 下 「 貸 付 け 」 と い う 。 ） 」

を 加 え 、 「 も の 」 を 「 農 業 者 等 」 に 改 め る 。

第 八 条 中 「 借 入 申 込 者 」 を 「 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 貸 付 け の 決

定 を 受 け た 借 入 申 込 者 （ 以 下 「 借 受 者 」 と い う 。 ） 」 に 改 め る 。

第 九 条 中 「 農 業 改 良 資 金 の 貸 付 け を 受 け た も の （ 以 下 「 借 受 者 」

と い う 。 ） 」 を 「 借 受 者 」 に 、 「 事 業 完 了 後 」 を 「 貸 付 け に 係 る 事

業 の 完 了 後 」 に 改 め る 。

第 十 四 条 を 第 十 五 条 と し 、 第 十 一 条 か ら 第 十 三 条 ま で を 一 条 ず つ

繰 り 下 げ る 。

第 十 条 中 「 も の 」 を 「 借 受 者 （ 以 下 「 支 払 猶 予 申 請 者 」 と い う 。 ）

」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 一 条 と し 、 第 九 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 貸 付 け の 決 定 の 取 消 し ）

第 十 条 知 事 は 、 借 受 者 又 は 融 資 機 関 が 貸 付 関 係 法 規 若 し く は こ の

規 則 に 違 反 し た と き 、 又 は 貸 付 関 係 法 規 若 し く は こ の 規 則 に 基 づ

く 知 事 の 指 示 に 従 わ な い と き は 、 貸 付 け の 決 定 を 取 り 消 す こ と が

で き る 。

別 表 一 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 八 の 項 か ら 十 二 の 項 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

一 施 設 の 改 良 、 造 成 又 は 取 得 に 必

要 な 資 金

一 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の

１ 認 定 農 業 者 （ 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 （ 昭 和 五 十 五 年 法 律 第 六 十 五 号 ） 第 十 二 条 第 一

項 に 規 定 す る 農 業 経 営 改 善 計 画 （ 酪 農 及 び 肉 用 牛 生 産 の 振 興 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 九

年 法 律 第 百 八 十 二 号 ） 第 二 条 の 五 に 規 定 す る 経 営 改 善 計 画 及 び 果 樹 農 業 振 興 特 別 措 置 法

（ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 十 五 号 ） 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 果 樹 園 経 営 計 画 を 含 む 。 ） の 認

定 を 受 け た 農 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

２ 認 定 就 農 者 （ 青 年 等 の 就 農 促 進 の た め の 資 金 の 貸 付 け 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 七

年 法 律 第 二 号 ） 第 四 条 第 四 項 に 規 定 す る 者 で あ っ て 、 経 営 開 始 後 五 年 以 内 で あ り 、 か つ 、 認

定 後 十 年 以 内 の も の に 限 る 。 ）

３ 次 の い ず れ か の 農 業 経 営 の 経 営 主 （ 当 該 農 業 経 営 全 体 の 主 宰 権 を 有 す る 者 を い う 。 以

下 同 じ 。 ）

鯉 次 の 要 件 の す べ て を 満 た す 主 業 農 業 経 営 の 経 営 主

ア 農 業 所 得 が 総 所 得 の 過 半 （ 法 人 に あ っ て は 、 農 業 に 係 る 売 上 高 が 総 売 上 高 の 過 半 ）

を 占 め て い る こ と 。

イ 主 と し て 農 業 経 営 に 従 事 す る と 認 め ら れ る 青 壮 年 の 家 族 農 業 従 事 者 （ 法 人 に あ っ

て は 、 常 時 従 事 者 で あ る 構 成 員 ） が い る こ と 。

ウ 個 人 の 農 業 者 に あ っ て 、 六 十 歳 以 上 で あ る と き は 、 そ の 後 継 者 が 現 に 主 と し て 農

業 に 従 事 （ 農 業 者 大 学 校 に 就 学 し て い る 場 合 等 を 含 む 。 ） し て お り 、 か つ 、 将 来 に

お い て も 、 主 と し て 農 業 に 従 事 す る 見 込 み が あ る と 認 め ら れ る こ と 。

エ 簿 記 記 帳 を 行 っ て い る こ と （ 簿 記 記 帳 を 行 う こ と が 確 実 と 見 込 ま れ る 場 合 を 含

む 。 ） 。

交 鯉 の イ 、 ウ 及 び エ の 要 件 に 加 え 、 農 業 粗 収 益 が 二 百 万 円 以 上 （ 法 人 に あ っ て は 、 一

千 万 円 以 上 ） で あ る 主 業 農 業 経 営 に 準 ず る 経 営 の 経 営 主

４ １ か ら ３ ま で の 経 営 （ 家 族 経 営 に 限 る 。 ） の 経 営 主 以 外 の 農 業 者 で あ っ て 、 経 営 の う

ち の 一 部 の 部 門 に つ い て 主 宰 権 が あ る こ と 並 び に そ の 部 門 の 経 営 の 危 険 負 担 及 び 収 益 の

処 分 権 が あ る こ と を 明 確 に し た 家 族 経 営 協 定 を 締 結 し て い る も の

５ 法 人 格 を 有 し な い 任 意 団 体 で 次 要 件 の す べ て を 満 た す も の 並 び に 水 田 作 及 び 畑 作 に 係

る 農 業 経 営 以 外 の 法 人 格 を 有 し な い 任 意 団 体 で 次 要 件 の う ち 侯 を 除 く す べ て を 満 た す も

の
（ 以 下 「 集 落 営 農 組 織 」 と い う 。 ）

鯉 当 該 任 意 団 体 が 、 次 の ア に 定 め る 事 項 に つ い て 、 イ に 定 め る 基 準 に 従 っ た 規 約 を 有

し て い る こ と 。

ア 事 項

契 団 体 の 目 的

形 団 体 の 意 思 決 定 の 機 関 及 び そ の 決 定 の 方 法

径 構 成 員 た る 資 格 並 び に 構 成 員 の 加 入 及 び 脱 退 に 関 す る 事 項

恵 代 表 者 及 び 代 表 権 の 範 囲

慶 会 費 又 は 融 資 の 対 象 と な る 施 設 の 利 用 料 の 徴 収 が 必 要 で あ る 場 合 に は そ の 徴 収

方 法

イ 基 準

契 農 業 経 営 の 改 善 に 資 す る 旨 を そ の 目 的 に 含 ん で い る こ と 。

形 代 表 者 の 選 任 の 手 続 を 明 ら か に し て い る こ と 。

径 会 費 又 は 融 資 の 対 象 と な る 施 設 の 利 用 料 の 徴 収 が 必 要 で あ る 場 合 に は 、 そ の 徴

収 の 方 法 が 衡 平 を 欠 く も の で な い こ と 。

恵 当 該 団 体 の 意 思 決 定 に 対 す る 構 成 員 の 参 加 を 不 当 に 差 別 し て い な い こ と 。

交 一 元 的 に 経 理 を 行 っ て い る こ と 。

佼 原 則 と し て 五 年 以 内 に 農 業 生 産 法 人 （ 農 地 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 二 十 九 号 ）

第 二 条 第 七 項 に 規 定 す る 農 業 生 産 法 人 を い う 。 ） に 組 織 変 更 す る 旨 の 目 標 を 有 し て い

る こ と 。

侯 農 用 地 の 利 用 の 集 積 の 目 標 を 定 め て い る こ と 。

候 主 た る 従 事 者 （ 当 該 任 意 団 体 の 運 営 の 中 心 と な る 者 を い う 。 ） が 農 業 経 営 基 盤 強 化

促 進 法 第 六 条 に 規 定 す る 市 町 村 が 定 め る 基 本 構 想 の 目 標 農 業 所 得 額 と 同 等 以 上 の 農 業

所 得 の 目 標 額 を 定 め て い る こ と 。

６ 集 落 営 農 組 織 以 外 の 法 人 格 を 有 し な い 任 意 団 体 の う ち 、 １ か ら ４ ま で に 掲 げ る 者 が 全

構 成 員 の 過 半 を 占 め る も の で あ っ て 、 か つ 、 ５ の 鯉 に 規 定 す る 規 約 を 有 し て い る も の

二 持 続 性 の 高 い 農 業 生 産 方 式 の 導 入 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 五

条 第 一 項 の 認 定 農 業 者 で 同 法 第 五 条 第 二 項 の 認 定 導 入 計 画 に 従 っ て 同 法 第 二 条 に 掲 げ る 持

続 性 の 高 い 農 業 生 産 方 式 を 導 入 す る も の 。 （ 以 下 「 エ コ フ ァ ー マ ー 」 と い う 。 ）

八 品 種 の 転 換 を 行 う の に 必 要 な 資

金
九 農 畜 産 物 の 需 要 を 開 拓 す る た め

の 新 た な 農 畜 産 物 の 加 工 品 等 の 調

査 及 び 開 発 並 び に 通 信 ・ 情 報 処 理

機 材 の 取 得 に 必 要 な 資 金

十 営 業 権 、 商 標 権 そ の 他 の 無 形 固

定 資 産 の 取 得 又 は 研 究 開 発 費 そ の

他 の 繰 延 資 産 に 計 上 し 得 る 費 用 に

充 て る の に 必 要 な 資 金

十 一 五 の 項 か ら 十 の 項 ま で に 掲 げ

る 資 金 の ほ か 、 農 業 経 営 の 改 善 に

よ っ て 必 要 と な る 農 薬 費 そ の 他 の

費 用 （ 資 材 費 （ 種 苗 費 、 肥 料 代 、

燃 料 費 等 ） 、 雇 用 労 賃 及 び 機 械 ・

施 設 の 修 理 費 を い い 、 農 業 改 良 措

置 の 導 入 に 係 る 初 度 的 な 経 費 に 限

る も の と す る 。 ） に 充 て る の に 必

要 な 資 金

十 二 五 の 項 か ら 十 の 項 ま で に 掲 げ

る 資 金 の ほ か 、 農 作 業 を 受 託 す る

場 合 に 必 要 な 資 金 （ 農 地 保 有 合 理

化 担 い 手 育 成 地 域 推 進 事 業 実 施 要

領 （ 平 成 十 六 年 三 月 三 十 日 付 け 十

五 経 営 第 六 千 六 百 九 十 八 号 農 林 水

産 事 務 次 官 依 命 通 知 ） に 基 づ き 基

幹 的 農 作 業 を 受 託 す る 旨 の 契 約 を

認 定 農 業 者 又 は 集 落 営 農 組 織

認 定 農 業 者

認 定 農 業 者

認 定 農 業 者 、 集 落 営 農 組 織 又 は エ コ フ ァ ー マ ー

一 の 項 の 貸 付 対 象 者 欄 に 掲 げ る も の
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結 び 、 そ の 受 託 期 間 の 受 託 料 相 当

額 を 貸 し 付 け る も の に 限 る 。 ）

別 記 様 式 第 一 号 中 「 」 を 「 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 二 号 中 「 」 を 「 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 三 号 中 「 」 を 「 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 四 号 中 「 」 を 「 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 五 号 中 「 」 を 「 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

第６条関係 第７条関係

第７条関係 第８条関係

第８条関係 第９条関係

第９条関係 第11条関係

第10条関係 第12条関係

宮崎県告示第 638号

公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第２条第１項の規定によ

り、次のとおり公有水面埋立ての免許をした。

平成19年８月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 免許の年月日及び番号

平成19年７月11日

シレイ26750-897

２ 埋立ての免許を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名及

び住所

宮崎県

宮崎市橘通東２丁目10番１号

宮崎県知事 東国原英夫

宮崎県宮崎市広島１丁目７番21号

３ 埋立区域

茨 位置

宮崎県児湯郡川南町大字平田字四海5053番１、5053番10、50

53番11並びに、川南町大字平田字持場5109番１、5109番２の地

先公有水面

芋 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び臼の地点と云の地点を結ん

だ線により囲まれた区域（地点の位置は別表１のとおり）

鰯 面積

3,158.11愛

４ 埋立てに関する工事の施行区域

茨 位置

宮崎県児湯郡川南町大字平田字四海5053番１、5053番10、50

53番11並びに、川南町大字平田字持場5109番１、5109番２の地

先公有水面

芋 区域

次の各地点を順次に結んだ線及びアの地点とエの地点を結ん

だ線により囲まれた区域（地点の位置は別表２のとおり）

鰯 面積

22,246.75愛

５ 埋立地の用途

漁港施設用地

別表１

地 点 の 位 置地点

川南漁港東防波堤灯台（北緯32度９分55秒、東経

131度33分26秒）から 264度21分49秒 462.48mの

地点

臼の地点

別表２

宮崎県告示第 639号

土地収用法（昭和26年法律第 219号）第11条第２項の規定により、

次のとおり土地立入りの許可をした。

平成19年８月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 起業者の名称

西日本高速道路株式会社

２ 事業の種類

東九州自動車道（都農町～西都市）新設工事

３ 立ち入ろうとする土地の区域

宮崎県児湯郡都農町大字川北字朝草原、字湯牟田、字尾立、字

竜ヶ平

宮崎県児湯郡川南町大字川南字鵜戸ノ本、字下り山、字角谷、

字角谷下、字角谷堤尻、字丸尾、字蟻ノ草、字宮田、字宮田下、

字宮田上、字境谷下、字沓袋畑、字古場山、字国光、字国光原、

字黒岩、字黒岩北、字山ノ口、字山下道上、字山瀬谷、字市納上、

字松尾谷、字上ノ原南分、字上ノ原北分、字森ヶ久保、字須田久

保、字西牟田、字赤坂下、字赤石、字前ノ田南、字前ノ田、字前

ノ田村下、字前田、字大迫、字谷ノ口、字中の迫、字天神本、字

土尻、字東国光、字湯牟田、字内野丸、字八幡山、字尾花坂上、

字尾花西平、字北原、字明野、字綿打、字綿打上、字野中、字幟

立、字蔵座村、字西川、字登り口、字丸山西原

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江字下耳切、字牛牧原、字五郎丸、

字五郎丸河原、字荒原、字黒土田、字堺谷、字市ノ山、字西小並、

字竹鳩、字中尾、字南中原、字崩戸、字北牛牧、字北中原、字北

唐木戸、字牧内、字野首、字老瀬坂上

宮崎県児湯郡新富町大字新田字壱町田、字永牟田、字音明寺、

字下出口、字下川、字下谷川、字下迫口、字花園、字勘大寺、字

51.50ｍの地点

122.28ｍの地点

4.37ｍの地点

6.93ｍの地点

10.01ｍの地点

8.35ｍの地点

6.50ｍの地点

110.10mの地点

75.70mの地点

2.80mの地点

56.90mの地点

20.10mの地点

18.00mの地点

202度46分37秒

292度46分37秒

2度30分36秒

317度07分33秒

295度32分12秒

297度59分37秒

22度46分37秒

112度46分37秒

22度46分37秒

112度46分37秒

202度46分37秒

112度46分37秒

22度46分37秒

臼の地点から

渦の地点から

嘘の地点から

唄の地点から

欝の地点から

蔚の地点から

鰻の地点から

姥の地点から

厩の地点から

浦の地点から

瓜の地点から

閏の地点から

噂の地点から

渦の地点

嘘の地点

唄の地点

欝の地点

蔚の地点

鰻の地点

姥の地点

厩の地点

浦の地点

瓜の地点

閏の地点

噂の地点

云の地点

地 点 の 位 置地点

川南漁港東防波堤灯台（北緯32度９分55秒、東経

131度33分26秒）から 274度38分17秒 422.59mの

地点

アの地点

144.93ｍの地点

153.50ｍの地点

144.93ｍの地点

202度46分37秒

292度46分37秒

22度46分37秒

アの地点から

イの地点から

ウの地点から

イの地点

ウの地点

エの地点

告告 示示
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岩瀬、字駒取場、字向原、字出口、字上新開、字上谷川、字新橋、

字西河原、字石田、字前原、字大中原、字大迫、字大牟田、字中

原、字中尾、字吐合、字土橋、字八幡上、字尾小原、字部頭迫、

字綿打、字門田、字柳田

宮崎県西都市大字岡富字岡富、字宮ノ前、字宮ノ東、字船倉下、

字仲川原、字尾崎

４ 立ち入ろうとする期間

平成19年８月２日から平成20年８月１日

宮崎県告示第 640号

土地収用法（昭和26年法律第 219号）第11条第２項の規定により、

次のとおり土地立入りの許可をした。

平成19年８月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 起業者の名称

西日本高速道路株式会社

２ 事業の種類

九州縦貫自動車道宮崎線（清武ＪＣＴ）改築工事

３ 立ち入ろうとする土地の区域

宮崎県宮崎郡清武町大字今泉字柳ヶ谷、字三ツ杭、字内平、字

穴ヶ迫、字川平

４ 立ち入ろうとする期間

平成19年８月２日から平成20年８月１日

宮崎県告示第 641号

土地収用法（昭和26年法律第 219号）第11条第２項の規定により、

次のとおり土地立入りの許可をした。

平成19年８月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 起業者の名称

西日本高速道路株式会社

２ 事業の種類

高速自動車国道東九州自動車道新設工事（門川インターチェン

ジから都農インターチェンジまで）

３ 立ち入ろうとする土地の区域

宮崎県東臼杵郡門川町大字川内字松ヶ平、大字門川尾末字分蔵、

字分蔵上中須、字下宮川内、字上宮川内、字小堤、字堀ノ内、字

森ノ前、字黒岩、字黒岩谷、字太田、字西又、字宮ノ迫、字下ヶ

原、字由良ノ口、字弓田、字堂ノ本、字地蔵面、大字加草字船越、

字堂ケ内、字壱町田、字庵作、字岡ノ花、字米田、字加草口、字

深迫、字海田、字枝、字倉谷、字柳ケ谷、字楠本、字京手、字霜

月田

宮崎県日向市大字日知屋字荒平、字西ノ迫、字団子ノ越、字淀

原、字ホセキギワ、字下払、字池ノ内、大字富高字程ケ迫、字板

平、字鍛冶屋ケ原、字前原、字山田、字北の迫、字長迫、字鶴ノ

田、字上切畑、字下切畑、字上鷹巣、字山下、大字塩見字上切畑、

字駄撃原、字蔵ノ後、字古城内、字上ノ坊、字瀬ノ口、字清水、

字下中野、字権現原山添、字東ケ迫、字坊の下、大字財光寺字大

谷尻、字池ノ田、字樋ノ口、大字平岩字下ノ原、字恵良ノ田、字

北前田、字橋ノ口、字中島、字岩淵、字深田、字清水の元、字馬

込、字馬込南畑、字カナヂ藪、字岡、字谷口、字平尾、字本村、

字登り立、字コウ地、字中ノ別府、字ミコノ子、字金ケ浜、字カ

バル、字ナガソ、字中高鳥、字上高鳥、字下高鳥、字タラミ田、

字西鳥越、字ウド山、字山ヶ田、字南前田、字片平山、大字幸脇

字西境川、字宮田、美々津町字田代ヶ原、字大丸、字美山ヶ辻、

字三月田、字麻附、東郷町山陰甲字落鹿、字日平、字山ノ口、字

向ヲ原

宮崎県児湯郡都農町大字川北字西ノ郡、字寺下、字下原、字平

山、字宮原、字内野後原、字西尾立、字西原、字土矢原、字境谷、

字舟川、字舟川中原、字舟川前田、字舟川尾立、字榎谷、字牧川、

字木戸平、字荒崎平、字馬場口、字 生尾立、字井手ケ平、字朝

草原、字湯牟田、字俵石

４ 立ち入ろうとする期間

平成19年８月２日から平成20年８月１日

宮崎県告示第 642号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成19年８月２日から平成19年８月16日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年８月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 643号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成19年８月２日から平成19年８月16日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年８月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

115.09.2 ～

33.0

旧児湯郡新富

町大字日置

字赤禿並木

附4966番10

地先から同

郡同町同大

字字西永迫

4116番４地

先まで

宮崎高

鍋線

県道44

115.010.8 ～

26.4

新

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成19年８月２日児湯郡新富

町大字日置

字赤禿並木

附4966番10

地先から同

郡同町同大

字字西永迫

4116番４地

先まで

宮崎高

鍋線

県道44
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特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規

定により、次のとおり特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

った。

平成19年８月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規

定により、大規模小売店舗の新設に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成19年８月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

ジョイスクエア南宮崎

宮崎市大淀三丁目 220番地

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

株式会社ジョイント・コーポレーション

代表取締役 東海林義信

東京都目黒区目黒二丁目10番11号

３ 当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社まつの 代表取締役社長 松野晴義

宮崎市大塚町宮田2940番１号

他 未定

４ 大規模小売店舗の新設をする日

平成20年３月18日

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

9,200㎡

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

茨 駐車場の位置及び収容台数

建物敷地北側 26台、建物６階部 79台、

建物７階部 80台、建物屋上部 110台、

建物敷地北東側立体駐車場 56台、

建物敷地北側駐車場 44台

合計 395台

芋 駐輪場の位置及び収容台数

建物北東側（謂１） ８台、建物北東側（謂２） 44台、

建物北西側（謂３） 25台、建物北西側（謂４） 32台、

建物南西側（謂５） 35台、建物南西側（謂６） 177台、

建物南東側（謂７） 69台

合計 390台

鰯 荷さばき施設の位置及び面積

建物北東側（謂１） 64愛、建物北東側（謂２） 64愛

合計 128愛

允 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

建物北東側 38.88逢

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

茨 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店

時刻

開店時刻 午前10時、閉店時刻 午後12時

芋 来客が駐車場を利用することができる時間帯

建物敷地北側、建物６階部、建物７階部、建物屋上部駐車場

午前９時30分～午前０時30分

建物敷地北東側立体駐車場、建物敷地北側駐車場

午前９時30分～午後10時00分

鰯 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

建物敷地北側、建物６階部、建物７階部、建物屋上部駐車場

北西側 １箇所（入口）、北西側 １箇所（出入口）、

北東側 １箇所（出入口）

建物敷地北東側立体駐車場

南東側 １箇所（出入口）、北西側 １箇所（出入口）

建物敷地北側駐車場

西側 ２箇所（出入口）

合計 ７箇所

允 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時00分～午後10時00分

８ 届出年月日

平成19年７月17日

９ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部地域産業振興課、宮崎県西臼杵支庁総

務課、宮崎県日南商工労政事務所、宮崎県都城商工労政事務所

及び宮崎県延岡商工労政事務所

芋 期間

平成19年８月２日から平成19年12月３日まで

10 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部地域産業振興課

芋 期間

平成19年８月２日から平成19年12月３日まで

11 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

公公 告告

定款に記載され
た目的

主たる事
務所の所
在地

代表者の氏名名 称
申請
年月
日

この法人は、

県民や医療関係

機関に対し医療

・健康・福祉分

野の情報を広域

で連携させる情

報システムを提

供することで効

率よく効果的な

健康支援サービ

スを提供するこ

とを目的とする。

宮崎県宮

崎市和知

川原１丁

目 101

富田 雄二特定非営利

活動法人

宮崎健康福

祉ネットワ

ーク協議会

平成

19年

７月

18日
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土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

紙屋第二土地改良区（野尻町）の役員の就任及び退任について次の

とおり届出があった。

平成19年８月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成23年４月10日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

上方土地改良区（えびの市）の役員の就任及び退任について次のと

おり届出があった。

平成19年８月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成21年４月６日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役名

野尻町大字紙屋3229番地41冨 田 満州男理 事

野尻町大字紙屋3418番地村 田 正 美理 事

野尻町大字紙屋3780番地７廣 島 清 治理 事

野尻町大字紙屋2957番地３坂 上 五 男理 事

野尻町大字紙屋2213番地上 原 和 裕理 事

野尻町大字紙屋2943番地深 川 國 雄監 事

野尻町大字紙屋3776番地川久保 光 夫監 事

住 所氏 名役名

野尻町大字紙屋3229番地41冨 田 満州男理 事

野尻町大字紙屋3418番地村 田 正 美理 事

野尻町大字紙屋3780番地７廣 島 清 治理 事

野尻町大字紙屋3004番地西 山 利 春理 事

野尻町大字紙屋2957番地３坂 上 五 男理 事

野尻町大字紙屋2943番地深 川 國 雄監 事

野尻町大字紙屋3776番地川久保 光 夫監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字原田3821番地市 來 洋一郎理 事

えびの市大字坂元 162番地２出 口 義 信理 事

えびの市大字大河平1842番地眞 方 繁 光理 事

えびの市大字大河平1565番地谷 口 道 春理 事

えびの市大字杉水流 198番地５宮 崎 静 平理 事

えびの市大字上江 157番地６東 田 信 一理 事

えびの市大字前田 135番地２川 野 篤 男理 事

えびの市大字原田19番地木牟礼 重 久理 事

えびの市大字原田1972番地大木場 和 年理 事

えびの市大字原田2071番地朝 稲 義 則理 事

えびの市大字原田3024番地岡 園 信 夫理 事

えびの市大字杉水流 195番地６外 赤 逸 男理 事

えびの市大字原田1325番地６大平落 登理 事

えびの市大字上江 197番地１西 田 政 明監 事

えびの市大字杉水流 861番地上 野 哲 二監 事

えびの市大字前田1068番地北馬場 龍 馬監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字原田3821番地市 來 洋一郎理 事

えびの市大字坂元 162番地出 口 義 信理 事

えびの市大字杉水流 859番地内 赤 彦 志理 事

えびの市大字大河平1842番地真 方 繁 光理 事

えびの市大字大河平1565番地谷 口 道 春理 事

えびの市大字杉水流 198番地５宮 崎 静 平理 事

えびの市大字原田1334番地内 田 久 喜理 事

えびの市大字上江 157番地６東 田 信 一理 事

えびの市大字原田2563番地佐 伯 徳 夫理 事
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土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

大河平土地改良区（えびの市）の役員の就任及び退任について次の

とおり届出があった。

平成19年８月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成21年５月９日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

池島土地改良区（えびの市）の役員の就任及び退任について次のと

おり届出があった。

平成19年８月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成21年４月30日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

東川北土地改良区（えびの市）の役員の就任及び退任について次の

とおり届出があった。

えびの市大字原田2392番地大平落 住 雄理 事

えびの市大字原田1534番地７吉 留 貞 夫理 事

えびの市大字前田 182番地川 野 篤 男理 事

えびの市大字原田19番地木牟礼 重 久理 事

えびの市大字杉水流 542番地外 赤 正監 事

えびの市大字上江 194番地５西 田 千 秋監 事

えびの市大字前田1068番地北馬場 龍 馬監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字大河平2317番地田 中 雄 策理 事

えびの市大字大河平3622番地栗 屋 稔理 事

えびの市大字大河平2547番地佐 藤 正一郎理 事

えびの市大字大河平2827番地３木 下 喜 一理 事

えびの市大字大河平2733番地溝 口 嘉 秀理 事

えびの市大字大河平2402番地溝 口 順 昭監 事

えびの市大字原田 166番地２吐 師 伸次郎監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字大河平2547番地佐 藤 正一郎理 事

えびの市大字大河平2733番地溝 口 嘉 秀理 事

えびの市大字大河平2827番地３木 下 喜 一理 事

えびの市大字大河平2642番地２沼 田 市 次理 事

えびの市大字大河平2786番地吐 師 伸次郎理 事

えびの市大字大河平2317番地田 中 雄 策監 事

えびの市大字大河平2165番地中 村 正 慶監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字池島 459番地１野 間 寛 俊理 事

えびの市大字池島40番地林 正 明理 事

えびの市大字池島 362番地野 間 芳 治理 事

えびの市大字池島 463番地４星 指 義 文理 事

えびの市大字池島 387番地鶴 田 静 徳理 事

えびの市大字今西 637番地２長 尾 政 秋理 事

えびの市大字池島 308番地新 原 不可止監 事

えびの市大字池島 488番地鞍津輪 彰監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字池島 459番地１野 間 寛 俊理 事

えびの市大字池島40番地林 正 明理 事

えびの市大字池島 362番地野 間 芳 治理 事

えびの市大字池島 463番地４星 指 義 文理 事

えびの市大字池島 387番地鶴 田 静 徳理 事

えびの市大字今西 637番地２長 尾 政 秋理 事

えびの市大字池島 308番地新 原 不可止監 事

えびの市大字池島 488番地鞍津輪 彰監 事
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平成19年８月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成23年５月22日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

上江土地改良区（えびの市）の役員の就任及び退任について次のと

おり届出があった。

平成19年８月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成21年４月23日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役名

えびの市大字東川北 480番地西 吉 耕 一理 事

えびの市大字東川北1042番地嶽 元 源 一理 事

えびの市大字東川北1245番地米 倉 義 男理 事

えびの市大字榎田 532番地小 原 壽理 事

えびの市大字東川北 273番地６内 牧 直 人理 事

えびの市大字東川北 838番地２山 下 良 政監 事

えびの市大字東川北 252番地２井 上 義 人監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字東川北 282番地山之内 秀 樹理 事

えびの市大字東川北 266番地丸 田 重 徳理 事

えびの市大字東川北1254番地松 田 数 實理 事

えびの市大字東川北1245番地岡 園 喜 雄理 事

えびの市大字東川北 870番地森 山 宏 昌理 事

えびの市大字東川北 838番地２山 下 良 政監 事

えびの市大字東川北 474番地永 谷 隆 郎監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字上江1924番地３東 蕨 安 美理 事

えびの市大字上江1456番地和 田 一 郎理 事

えびの市大字上江 605番地１上 野 昭 雄理 事

えびの市大字原田2279番地大木場 徳 雄理 事

えびの市大字上江1027番地５瀬 口 喜三雄理 事

えびの市大字上江1220番地５堀 義 治理 事

えびの市大字上江2091番地３田 中 徳 明理 事

えびの市大字今西 626番地１外 屋 幸 一理 事

えびの市大字今西 303番地外 屋 伸 彦監 事

えびの市大字上江1563番地園 田 軍 志監 事

えびの市大字上江 628番地角 井 一 郎監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字上江1924番地３東 蕨 安 美理 事

えびの市大字上江2055番地３亀 園 耕 作理 事

えびの市大字上江 605番地１上 野 昭 雄理 事

えびの市大字原田2279番地大木場 徳 雄理 事

えびの市大字上江1027番地５瀬 口 喜三雄理 事

えびの市大字上江1220番地５堀 義 治理 事

えびの市大字上江2241番地１杉水流 征 弘理 事

えびの市大字上江1456番地和 田 一 郎理 事

えびの市大字今西 303番地外 屋 伸 彦監 事

えびの市大字上江1563番地園 田 軍 志監 事

えびの市大字上江 682番地東 祐 利監 事
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